
 駿東伊豆消防組合議会　定例会が開催されました。

　平成28年第２回駿東伊豆消防組合議会定例会議事日程

　平成28年８月17日（水曜日）午後２時　開会

第　６　　議第　２号　駿東伊豆消防組合関係人等の実費弁償に関する条例の制定について

＜ 　議 案 一 覧 　＞

＜　駿東伊豆消防組合管理者提出議案　＞

報第１号

 

認第６号

議第２号

議第３号

第　７　　議第　３号　平成28年度駿東伊豆消防組合会計補正予算（第１回について）

第　８　　消防行政に対する一般質問

第　９　　議会運営委員会の閉会中の継続調査

第　５　　議第　６号　平成27年度田方地区消防組合会計歳入歳出決算の認定について

第　１　　会議録署名議員の指名

第　２　　諸般の報告

第　３　　会期の決定

第　４　　報第　１号　専決処分の報告について（交通事故損害賠償額の決定）

平成28年度駿東伊豆消防組
合会計補正予算
（第１回）について

当初予算に5千４14万４千円を追加し歳入歳出の予算総額は55億8,309万７千円
となります。歳入は、分担金及び負担金に399万1千円、前年度繰越金3,104万８
千円、諸収入1,937万5千円を追加しました。歳出は、２款総務費に4,718万３千
円、３款消防費に７23万１千円を追加しました。

可決

議決結果

報告

認定

可決

地方自治法第180条第１項の規定による議会の指定に基づき、交通事故損害賠償の
額について専決処分したものについての報告です。

地方自治法第207条の規定に基づき、駿東伊豆消防組合の機関の請求により出頭
し、又は参加した者に対する実費弁償に関し、必要な事項を定めるものです。

駿東伊豆消防組合関係人等
の実費弁償に関する条例の
制定について

議案名 内　容

地方自治法第233条第３項の規定により、平成27年度田方地区消防組合会計歳入
歳出決算を、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。

専決処分の報告について

平成27年度田方地区消防組
合会計歳入歳出決算の認定
について

駿東伊豆消防組合
NO.2 平成28年９月発行



２
０
２
０
年
東
京
五
輪
自
転
車
競
技
に
お
け
る
準
備
と
体
制
は

問
管
轄
地
域
医
療
機
関

と
の
連
携
は
ど
の
様
に
し

て
い
く
の
か
。

（
警
防
救
急
課
長
）

医
療
機
関
側
の
受
け
入

れ
体
制
の
問
題
が
非
常
に

重
要
で
あ
り
、
県
メ
デ
ィ

カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
協
議

会
を
通
じ
、
管
内
医
師
会

と
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、

関
係
省
庁
の
動
向
を
注
視

し
な
が
ら
、
今
後
の
対
応

に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

問

五
輪
組
織
委
員
会
と

の
間
に
連
絡
ル
ー
ト
は
作

ら
れ
て
い
る
の
か
。

（
総
務
課
長
）

当
組
合
の
管
内
で
は
自

転
車
競
技
の
開
催
が
予
定

さ
れ
て
い
る
た
め
、
今
後

は
、
自
転
車
競
技
の
「
安

全
か
つ
円
滑
な
運
営
」
に

向
け
、
職
員
の
派
遣
に
つ

い
て
打
診
さ
れ
て
い
る
五

輪
組
織
委
員
会
へ
の
職
員

派
遣
も
含
め
検
討
し
ま
す
。

問

答

答

組
合
議
会
及
び
消
防
組
合
の
活
動
に
お
け
る
周
知
は

梅原正次 議員

梶 泰久 議員

外
国
人
対
応
を
ど
の

様
に
考
え
て
い
る
の
か
。

（
通
信
指
令
課
長
）

国
連
の
公
用
語
で
あ
る

六
ケ
国
語
の
救
急
カ
ー
ド

を
す
べ
て
の
救
急
車
に
積

載
し
対
応
し
て
い
ま
す
。

後
段
へ

問

続
き

ま
た
、
緊
急
通
報
を

受
信
す
る
消
防
指
令
セ

ン
タ
ー
は
、
多
言
語
に

対
応
す
る
た
め
、
英
語
、

韓
国
語
、
中
国
語
を
は

じ
め
と
す
る
十
カ
国
語

で
会
話
が
可
能
と
な
る

よ
う
予
め
緊
急
通
報
に

お
け
る
質
問
事
項
を
登

録
し
て
お
り
ま
す
。

組
合
議
会
活
動
に
つ
い
て

は
、
地
域
住
民
に
対
し
、
ど
の

よ
う
な
方
法
で
活
動
内
容
を
伝

え
る
の
か
、
ま
た
、
駿
東
伊
豆

消
防
組
合
の
活
動
を
住
民
に
周

知
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と

考
え
る
が
、
そ
の
周
知
方
法
は

ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

（
総
務
課
長
）

議
会
活
動
の
伝
達
方
法
で
す

が
、
現
在
、
駿
東
伊
豆
消
防
組

合
と
し
て
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

開
設
し
、
そ
の
中
で
、
組
合
議

会
に
つ
い
て
掲
載
し
て
お
り
ま

す
。次

に
、
消
防
組
合
の
活
動
に

お
け
る
周
知
方
法
で
す
が
、
駿

東
伊
豆
消
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
お
い
て
、

後
段
へ

問答

答

続
き

組
合
の
概
要
、
組
織
機
構

図
、
各
署
所
の
連
絡
先
な
ど

を
は
じ
め
、
例
規
集
、
議
会

関
係
、
災
害
発
生
件
数
な
ど

多
種
多
様
な
情
報
を
発
信
し

て
い
ま
す
。

ま
た
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

み
な
ら
ず
、
報
道
機
関
へ
の

情
報
提
供
や
投
げ
込
み
を
率

先
し
て
行
う
こ
と
で
、
地
域

住
民
を
は
じ
め
、
幅
広
く
駿

東
伊
豆
消
防
組
合
の
活
動
を

お
知
ら
せ
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

問

問



今
後
の
広
域
化
に
つ
い
て

下

田

地

区

消

防

組

合

と

の

協

議

の

現

状

と

合

意

・

確

認

事

項

な

ど

は

あ

る

か
。（

総
務
課
長
）

平

成

二

五

年

四

月

一

日

付

け

で

駿

東

伊

豆

地

区

及

び

下

田

地

区

の

消

防

救

急

広

域

化

の

協

議

に

関

す

る

覚

書

を

交

換

し

て

お

り
、

平

成

三

三

年

頃

を

一

つ

の

目

途

と

し

て
、

消

防

救

急

広

域

化

の

協

議

を

し

て

い

く

よ

う

合

意

さ

れ

て

お

り

ま

す
。

火
事
の
際
、
市
町

消
防
団
は
消
防
署
の
指

揮
下
に
入
る
と
聞
い
た

が
、
様
々
な
災
害
・
有

事
に
対
し
て
連
携
を
取

る
事
案
と
市
町
の
首
長

が
指
揮
す
る
事
案
の
区

別
が
あ
る
の
か
。

（
警
防
救
急
課
長
）

常
備
消
防
と
消
防
団

は
す
べ
て
の
災
害
に
対

し
、
相
互
に
連
携
し
活

動
す
る
こ
と
が
基
本
と

な
り
ま
す
。

自
然
災
害
で
市
町
の

災
害
対
策
本
部
が
設
置

さ
れ
た
場
合
に
、
首
長

の
指
示
に
よ
り
活
動
す

る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま

す
が
、
基
本
的
に
は
連

携
し
て
活
動
す
る
た
め
、

事
案
に
よ
る
明
確
な
区

別
は
あ
り
ま
せ
ん
。

火
災
発
生
時
に
、

組
合
消
防
と
市
町
消
防

団
の
役
割
分
担
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
。

後
段
へ

山田直志 議員

市
町
消
防
団
と
の
連
携
と
役
割
分
担

問

続
き

（
警
防
救
急
課
長
）

消
防
団
が
先
着
し
た

場
合
は
、
初
期
消
火
の

活
動
を
行
っ
て
い
た
だ

き
、
常
備
消
防
が
到
着

し
た
時
点
で
、
後
方
支

援
を
担
っ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

な
お
、
組
合
発
足
後
、

各
方
面
で
指
揮
隊
が
出

動
し
、
指
揮
本
部
を
設

置
し
ま
す
の
で
、
消
防

団
と
協
議
を
行
い
、
活

動
方
針
を
決
定
し
、
相

互
に
連
携
し
て
活
動
を

行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

火
災
が
発
生
し
、

強
風
な
ど
に
よ
り
延
焼

の
危
険
が
大
と
判
断
さ

れ
た
場
合
、
組
合
消
防

と
消
防
団
は
ど
う
対
応

す
る
の
か
。

（
警
防
救
急
課
長
）

指
揮
隊
が
出
動
し
、

指
揮
本
部
を
設
置
し
ま

す
の
で
、
大
隊
長
が
強

風
な
ど
に
よ
り
、
延
焼

の
危
険
性
が
大
と
判
断

し
た
場
合
は
、
第
二
出

動
を
要
請
し
、
常
備
消

防
と
消
防
団
の
増
隊
を

行
い
消
防
団
と
連
携
し

活
動
を
行
う
こ
と
と
な

り
ま
す
。

問

問

職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策

職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
計
画
と
整
備
・
進
行

状
況
は
ど
う
か
。

（
総
務
課
長
）

労
働
安
全
衛
生
法
の
改

正
に
よ
り
、
ス
ト
レ
ス

チ
ェ
ッ
ク
が
義
務
付
け
ら

れ
た
た
め
、
一
一
月
に
ス

ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
実
施

し
ま
す
。

指
令
セ
ン
タ
ー
職
員
は
、

厚
生
労
働
省
V
D
T
作
業

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
適
合
し

た
勤
務
体
制
な
の
か
。

（
総
務
課
長
）

一
一
九
番
通
報
が
無
い

時
間
に
お
い
て
は
、
適
宜

の
作
業
休
止
や
小
休
止
が

可
能
な
た
め
、
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
に
沿
っ
た
勤
務
体
制

で
あ
る
と
認
識
し
て
い
ま

す
。

問

今
後
の
組
合
の
対
応
は
。

（
総
務
課
長
）

四
月
に
発
足
し
た
組
合

で
す
の
で
、
ま
ず
は
足
元

を
固
め
る
こ
と
に
重
点
を

お
い
て
お
り
ま
す
が
、
広

域
消
防
運
営
計
画
に
基
づ

き
、
平
成
三
三
年
を
一
つ

の
目
途
と
し
て
消
防
救
急

の
広
域
化
に
つ
い
て
、
組

合
間
で
話
し
合
い
を
進
め

て
い
き
ま
す
。

問答

答

答答

機
械
に
依
存
し
た

業
務
は
職
員
の
中
に
疎

外
感
を
生
む
の
で
は
な

い
か
。

（
通
信
指
令
課
長
）

指
令
セ
ン
タ
ー
職
員

は
管
内
地
理
研
修
を
既

に
五
回
実
施
し
て
お
り
、

そ
の
中
で
、
各
署
所
を

訪
問
す
る
な
ど
、
現
場

職
員
と
積
極
的
に
顔
の

見
え
る
関
係
を
築
い
て

い
ま
す
。

日
々
の
状
況
を
把

握
し
て
い
く
た
め
に
、

ス
ト
レ
ス
ア
プ
リ
の
導

入
を
検
討
し
ま
せ
ん
か
。

（
総
務
課
長
）

ス
ト
レ
ス
ア
プ
リ
に

つ
い
て
は
職
員
個
人
が

行
う
も
の
と
認
識
し
て

い
ま
す
の
で
、
組
織
と

し
て
ど
の
よ
う
な
対
応

が
取
れ
る
の
か
研
究
し

て
ま
い
り
ま
す
。

問答 答

問答問答

問答

問

問

問


